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トーセイ・プロパティ・ファンド（シリーズ3） 

市ヶ谷（デジタル名義書換方式）の契約締結前交付書面 

（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。） 

 

この書面は、主としてリエール市ヶ谷（以下「投資対象不動産」といいます。）を信託財産とする不動

産管理処分信託の受益権（以下「本件不動産受益権」といいます。）及び金銭の管理及び処分を目

的に、不動産管理処分信託受益権＜トーセイST市ヶ谷＞信託契約（デジタル名義書換方式）（以

下「本信託契約」といいます。）に基づき設定される信託（以下「本信託」といいます。）の一般受益権

（以下「本受益権」といいます。）のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。 

 この書面の内容をあらかじめよくお読みいただき、本受益権の特性を理解し、お客様ご自身のご判断と

責任において投資を行っていただくようお願い致します。ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 

 

◆ 本受益権は、受益証券が発行されず、また、社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律

第75号。その後の改正を含みます。）に定める振替機関において取り扱われません。加えて、三菱Ｕ

ＦＪ信託銀行株式会社が開発し、株式会社Progmatが保有する分散型台帳技術（以下

「DLT」といいます。）を用いたコンピュータシステムである「Progmat」にてその財産的価値の記録及

び移転が行われ、本受益権は金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52

号。その後の改正を含みます。）第1条第4項第17号に定める電子記録移転有価証券表示権利

等に該当します。当該システムに関するシステム障害、不正アクセス等により、買付・売却の受渡しや

配当・償還の支払い等が受けられない可能性及び予め決められた日程から遅延するリスクがあります

のでご注意ください。 
 

◆ 本受益権は、単一の不動産信託受益権を裏付け資産として設定される信託の受益権です。よって、

本受益権は、投資対象不動産の収益・資産価値変動、不動産市況・金利動向等の市場環境、

本受益権の発行者等の信用状況等の影響、及びSTARTにおける取引の需給状況により、本受益

権の取引価格又は償還価格が下落し、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 
 

◆ 受託者（三菱UFJ信託銀行、以下同じ。）は、貸付人である株式会社三井住友銀行（以下「レ

ンダー」といいます。）との間で、金銭消費貸借契約を締結しています（詳細は後述します。）。当該

借入れを行うことによりレバレッジ効果が生じるため、投資対象不動産の収益・資産価値変動が、本

受益権の収益・価格変動により相対的に大きく反映される可能性があります。 
 

◆ 本受益権は、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社（以下「ODX」といいます。）が運営するセキュリ

ティ・トークンの売買取引を行う私設取引システム（いわゆるPTS）である「START」での売買取引が

可能ですが、取引機会が必ずしも多いものではない可能性があります。また、本受益権にはSTARTに

おける売買の円滑化を図るためにODXが指定する者(Designated Liquidity Provider(DLP) )

やマーケットメーカーは不在です。そのため他の銘柄よりも流動性に欠け、売却機会又は購入機会を

得られない可能性があります。また、当社が認める一定の場合には、当社が直接の相手方となる方法

によっても取引を行うことができます。 
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手数料等の諸費用について 

本受益権の売買等に関する手数料など諸費用については、以下の費用が発生します。 
 

【ODXでの取引にかかわる手数料等】 

■インターネットコースのお客様 

買付時：約定金額（START における約定価格 × 約定口数）× 0.50％（税込 0.55％） 

売却時：約定金額（START における約定価格 × 約定口数）× 2.00％（税込 2.20％） 

■上記以外のコース（インターネットコース（プラン C）を含みます。）のお客様 

買付時：約定金額（START における約定価格 × 約定口数）× 1.00％（税込 1.10％） 

売却時：約定金額（START における約定価格 × 約定口数）× 2.50％（税込 2.75％） 
 

【当社との相対取引により売買の手数料等】 

本受益権を当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受

払いいただきます。 

当社との相対取引により売買する場合は、取引価格※に取引の実行に必要なコストが含まれており 

ます。別途手数料をお支払いいただく必要はございません。 

※当社は、お客様とのお取引にあたっては、社内時価を基準として当社が定めた一定の値幅の範囲内におい

て、売買対象銘柄の種類、市場環境（相場変動を含む。）、当社が得るべき利益、銘柄固有の流動

性、信用リスク、カントリーリスク、取引金額の規模等を考慮して取引価格 （「お客様が購入される価格」と

「お客様が売却される価格」）を決定しております。 

 

【受託者に関する信託報酬等】 

当初信託報酬︓以下の算式により算出される金額（1円未満の端数は切り捨てます。） 

当初信託報酬 ＝ A ＋ B  

A ＝ 信託設定日における本件不動産受益権の信託譲渡の直後の時点の本信託の総資産

（本信託の貸借対照表における総資産をいいます。本「受託者に関する信託報酬等」

において以下同じです。）×0.2％（税込0.22％） 

B ＝ 本信託契約締結日（同日を含みます。）から信託設定日（同日を含みます。）まで

の間に受託者が本信託に関して負担した実費（当該実費に係る消費税等を含みま

す。）相当額（受託負担実費相当額） 

当初信託報酬の支払時期は、信託設定日以降の委託者（トークン・スリー合同会社。但し、

2024年9月13日に解散済。以下同じ。）及び受託者が別途合意した日です。 

期中信託報酬︓ 

信託計算期間（以下「信託受益権等に関する事項」に定義されます。）毎に、以下の算式により

算出される金額（除算は最後に行うこととし、1円未満の端数は切り捨てます。） 

期中信託報酬 ＝ （A × 0.2％（税込0.22％）＋ B × 0.2％（税込0.22％））× C 

÷ 365（1年を365日とする日割計算）＋ D 
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A ＝ 信託報酬の支払日である信託計算期日（以下、本【受託者に関する信託報酬等】に

おいて「期中信託報酬支払日」といいます。）の直前の信託計算期日時点（初回の期

中信託報酬支払日の場合は信託設定日における本件不動産受益権の信託譲渡の直

後の時点）の本信託の総資産 

B ＝ 信託設定日における本不動産信託受益権の信託譲渡の直後の本受益権の元本金額

（受益権調整引当額を含みません。） 

C ＝ 期中信託報酬支払日に終了する信託計算期間に含まれる実日数 

D ＝ 期中信託報酬支払日に終了する信託計算期間中に受託者が本信託に関して負担し

た会計監査費用（当該会計監査費用に係る消費税等を含みます。） 

期中信託報酬の支払時期は、各信託計算期日です。 

 

終了時信託報酬︓以下の算式により算出される金額（1円未満の端数は切り捨てます。） 

終了時信託報酬 ＝ A ＋ B  

A ＝ 信託終了日の直前の信託計算期日時点の本信託の総資産  × 0.2％（税込

0.22％） 

B ＝ 信託終了日の属する信託計算期間に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利

息相当額 

終了時信託報酬の支払時期は、信託終了日です。 

 

清算時信託報酬︓以下の算式により算出される金額（1円未満の端数は切り捨てます。） 

清算時信託報酬 ＝ 信託終了日の翌日以降に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利

息相当額 

清算時信託報酬の支払時期は、信託の清算が結了した日です。 

 

（注）本受益権の取得及び譲渡の管理のプラットフォームとして利用される「Progmat」の利用に関

し、本信託の信託財産（以下「本信託財産」といいます。）から株式会社Progmat及び三

菱UFJ信託銀行株式会社に対する報酬及び手数料の支払いは行われません。 

 

【アセット・マネージャーの報酬】 

受託者は、トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社（以下「アセット・マネージャー」といいます。）と

の間でアセット・マネジメント業務委託契約を締結し、アセット・マネージャーに、本件不動産受益権

（本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了した場合には、投資対象不動産）

の取得、処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を委託します。 

 

アップフロント報酬︓ 

本信託の信託財産たる本件不動産受益権を本信託の委託者が取得した価格（消費税及び地

方消費税相当額を含みません。以下「本件不動産受益権取得価格」といいます。）（金
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3,750,000,000円）の0.4％相当額（1円未満の端数は切り捨てます。）（金15,000,000

円）（税別） 

アップフロント報酬の支払時期は、信託設定日です。 

 

期中運用報酬︓ 

アセット・マネジメント報酬計算期間（毎年4月及び10月の末日（同日を含みます。ただし、当該

日が営業日でない場合には前営業日とします。）に終了する6か月間をいいます。なお、アセット・

マネジメント業務委託契約の終了前に本件不動産受益権若しくは投資対象不動産が売却され

た場合、受託者及び／若しくはアセット・マネージャーが、本件不動産受益権若しくは投資対象不

動産の売却を完了しないままアセット・マネジメント業務委託契約を解除する等アセット・マネジメン

ト業務委託契約が解除、解約その他の原因で終了した場合又はアセット・マネージャーがその地位

を第三者に譲渡した場合における最終のアセット・マネジメント報酬計算期間は、各々、直前のア

セット・マネジメント報酬計算期間末日の翌日から当該売却日、終了日又は地位の譲渡日（同

日を含みます。）までの期間とします。以下同じです。）毎に以下の金額（1円未満の端数は切

り捨てます。）（税別） 

期中運用報酬 ： A × B ÷ C  

A ＝ 本件不動産受益権取得価格の0.4％相当額（金15,000,000円） 

B ＝ 当該アセット・マネジメント報酬計算期間の実日数 

C ＝ 365 

期中運用報酬の支払時期は、アセット・マネジメント報酬計算期間の末日が属する月の翌月末日

（ただし、当該日が営業日でない場合には前営業日とします。）です。 

 

売却時報酬︓ 

本件不動産受益権又は投資対象不動産の売却価格（投資対象不動産が不動産信託受託者

により売却された場合には、当該売却代金を原資とする信託財産の交付金額）（消費税及び地

方消費税を含みません。）に0.5％を乗じた金額（1円未満の端数は切り捨てます。）（税別） 

売却時報酬の支払時期は、当該売却の完了日以降の受託者及びアセット・マネージャーが別途合

意した日です。 

 

【受益者代理人の報酬】 

報酬計算期間毎に金400,000円（税込金440,000円） 

報酬計算期間とは、直前の報酬支払期日（同日を含みません。）から、当該報酬支払期日

（ただし、最終の報酬計算期間については、信託終了日）（同日を含みます。）までの期間をい

い、報酬支払期日とは、毎年 4 月末日及び 10 月末日並びに信託終了日（いずれも当該日が営

業日でない場合は前営業日とします。）をいいます。 

なお、最終の報酬計算期間が6か月を超える場合の報酬計算期間については、6か月を180日と

して日割りにより計算した金額（1円未満の端数は切り捨てます。）としますが、報酬計算期間が6
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か月未満となる場合であっても、日割計算は行いません。ただし、初回の報酬計算期間は、信託設

定日（同日を含みます。）から初回の報酬支払期日（同日を含みます。）までとし、最終の報酬

計算期間は、信託終了日の直前の4月又は10月に到来する報酬支払期日（同日を含みませ

ん。）から信託終了日（同日を含みます。）までとします。なお、初回の報酬支払期日は、初回の

信託計算期日とします。 

 

【その他の費用】 

上記に加えて、以下の費用等が本信託財産から支払われます。 

⚫ 本受益権の発行及び募集に関して受託者の負担する一切の費用 

⚫ 精算受益権の発行及び私募に関して受託者の負担する一切の費用 

⚫ 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書その他の本信託に係る金融商品取引法

に基づく開示書類の作成に関連する費用 

⚫ 投資対象不動産に係る固定資産税及び都市計画税並びに減価償却費 

⚫ 投資対象不動産に係る保険料及び小修繕費 

⚫ 投資対象不動産に係る鑑定評価書の取得費用 

⚫ 本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約に規定された不動産信託受託者に対

する信託報酬、その他本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託の維持に要する費用 

⚫ 本借入れ（後記「仕組みに関するリスク」に定義します。）に係る利息、遅延損害金、ブレーク

ファンディングコスト（注）（もしあれば）その他の費用 

⚫ 本借入れに追加して行われる新たな借入れに係る利息（もしあれば）、遅延損害金、ブレー

クファンディングコスト（もしあれば） 

⚫ 貸倒損失及び減損損失（もしあれば） 

⚫ 本件不動産受益権又は投資対象不動産（該当する場合）の売却に係る費用 

⚫ 税務及び会計事務受託者に対する報酬・手数料 

⚫ 受託者による本件不動産受益権の取得に係る登記費用及び確定日付の取得に要する費用 

⚫ STARTにおける、本受益権を表章するセキュリティ・トークンの取扱いに関して受託者の負担す

る一切の費用・手数料 

⚫ その他、本信託の維持に要する費用 

(注)本借入関連契約（後記「仕組みに関するリスク」に定義します。）において定められる、期限

前返済その他の所定の事由が生じた場合に受託者がレンダーに支払うことを要する金銭をいい

ます。以下同じです。 

 

本受益権は、その利回り及び元本が保証されているものではなく、不動産賃貸・売買市況、金利

水準、STARTにおける相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります。 

本受益権のお取引にあたっては、不動産賃貸・売買市況の変動、不動産（投資対象が信託受益

権、投資信託、投資証券等である場合には、当該各権利の最終的な裏付け資産となる不動産を含

みます。）の価格や評価額の変動、金利動向等の市場環境の変動、及びSTARTにおける取引の需
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給状況等に伴い、本受益権の取引価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 

 

本受益権の発行者等の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。 

本受益権の発行者等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、本受益権の取引価格が変動する

ことによって損失が生じるおそれがあります。 
 

以下には、本受益権への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載し

ています。ただし、以下は本受益権への投資に関するすべてのリスク要因を網羅したものではなく、記載

されたリスク以外のリスクも存在します。 
 

投資対象不動産に関するリスク 

投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク 

 本信託は投資対象不動産の価格変動の影響を受けます。 

 投資対象不動産の鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における

評価に関する意見であり、実際の市場において成立し得る不動産価格と一致するとは限らず、乖離

する可能性があります。また、当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではあ

りません。 

投資対象不動産の収益及び費用変動リスク 

 本信託の収益は、投資対象不動産の収入に依存しており、投資対象不動産の稼働率、賃料水

準、賃料等の支払状況その他の運営実績、投資対象不動産の運営者の運営能力、景気動向等

様々な理由により変動し、収益の保証はありません。 

 本信託の費用は、投資対象不動産の費用に依存していますが、受託者やその業務委託先に対す

る報酬等の投資対象不動産以外の費用もあります。これらの費用は、投資対象不動産の劣化状

況、災害等による被災、資本的支出の計画、投資対象不動産における事故等、受託者やその業

務委託先の報酬水準の変更、法令の制定又は改廃等様々な理由により変動し、増大する可能

性があります。 

投資対象不動産の流動性に関するリスク 

不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく流動性が低いため、投資

対象不動産についても流動性が低く、適切な時期及び価格その他の条件で譲渡することが困難と

なる場合があります。 

投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク 

 投資対象不動産の収入及び費用並びにその価値は、利用状況、テナントの資力、入居又は退去

の状況等により大きく影響を受けるおそれがあります。 

 投資対象不動産について締結される賃貸借契約は契約期間中であっても終了することがあり、ま

た、賃貸借契約で定める賃料収入が常に得られる保証はありません。締結された賃貸借契約の内

容が当事者間の合意や法律の規定等に従い後日変更されることもあります。さらには、締結された

賃貸借契約が期間満了その他の理由により終了した場合、代替又は後継となるべき賃貸借契約

が締結されなかったり、締結されても、その条件が過去の賃貸借契約よりも賃貸人に不利なものとな
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ることもあります。 

投資対象不動産の処分に関するリスク 

 投資対象不動産を処分する場合には、売却した当該投資対象不動産に関する責任として、修補

費用等の費用や損害賠償責任等の責任を負担することがあります。 

 投資対象不動産を処分する場合には、処分価格の保証はなく、信託設定日時点の評価額より相

当に廉価で処分する場合があります。 

 一般に、投資対象不動産を処分する場合には、不動産売買に係る仲介手数料等の各種の費用

が生じますが、これらの費用は、受託者やその業務委託先の報酬水準の変更、法令の制定又は改

廃等様々な理由により変動し、増大する可能性があります。 

マスターリースに関するリスク 

 投資対象不動産のマスターリース会社（マスターリース会社としてのトーセイ・コミュニティ株式会社

（以下「マスターリース会社」といいます。））の資力が悪化する等により賃料の支払いが滞る場合

があります。 

 マスターリース会社との間でパス・スルー型マスターリース契約が締結される場合、投資対象不動産の

収入及び費用並びにその価値は、エンドテナントの利用状況、資力、入居又は退去の状況等に大

きく影響を受けることになりますが、マスターリース会社の利用状況又は資力等の影響を受ける可能

性もあります。 

 マスターリース会社との間で賃料固定型マスターリース契約が締結される場合、投資対象不動産の

収入及び費用並びにその価値は、マスターリース会社の利用状況、資力等により大きく影響を受け

ることになります。また、マスターリース会社との契約が期間満了その他の事由により終了し、その後に

同等の契約が締結できない場合又は後継のテナントが見つからない場合、マスターリース会社との契

約終了後の賃料水準が低下する場合があります。 

1物件に依拠するリスク 

本信託財産である本件不動産受益権の信託財産は単一の不動産である投資対象不動産となる

ため、経済的には、投資対象不動産を直接所有している場合とほぼ同様の利益状況に置かれるこ

ととなり、不動産所有に見合った収益変動・資産価値変動が想定されます。 

 

本受益権の取引方法に関するリスク 

本受益権は、当社による注文の取次ぎを通じてSTARTにおいてODXの定める売買方法によって取引

を行うことができます。なお、本セキュリティ・トークンの当社が認める一定の場合には当社が直接の相手

方となる方法によって取引を行うことができます。したがって、本信託の受益権である本受益権に対する

投資に関しては、以下の取引方法に関するリスクが存在します。 

本受益権の市場価格の変動に関するリスク 

 本受益権のSTARTにおける取引価格は、STARTにおける需給バランスにより影響を受けます。 

 本受益権のSTARTにおける取引価格は、金利情勢、経済情勢、不動産市況その他市場を取り

巻く様々な要因の影響を受けて変動します。 

 本受益権のSTARTにおける取引価格は、本件不動産受益権の鑑定評価額に基づく本受益権の



8 

1口当たりNAVと乖離する可能性があります。 

 当社が直接の相手方となる方法による取引においては、本受益権の譲渡価格は、本件不動産受

益権の鑑定評価額に基づく本受益権のNAV等を基準に当社が決定することが予定されています。

そのため、本受益権の1口当たりNAVによる売買の可能性は保証又は約束されません。加えて、投

資対象不動産の期末鑑定評価額の下落を含む、各種の要因により、当社が直接の相手方となる

方法による取引における本受益権の譲渡価格も下落する可能性があります。また、本受益権を譲

渡しようとする際、取扱金融商品取引業者が決定する譲渡価格が、本受益権の1口当たりNAV又

は本受益権の客観的な価値と一致する保証はありません。 

 本受益権は、上場株式等と異なり、金融商品取引法に定める相場操縦規制及びインサイダー取

引規制の対象ではありません。このため、受益証券発行信託の委託者、受託者、精算受益者及び

同受託者からの業務委託先（アセット・マネージャーを含みます。）等の本受益権に関する重要な

事実をその立場上知り得る者が、その重要な事実の公表前に本受益権の取引を行った場合であっ

ても、金融商品取引法上はインサイダー取引規制に抵触しません。しかし、かかる取引は、金融商

品取引法で禁じられているインサイダー取引に類似する取引であることから、かかる取引が行われた

場合には、本受益権の取引価格の公正性や本受益権の流動性の低下等の悪影響をもたらす可

能性があります。なお、STARTにおいてはODXが投資者保護の観点から定めた基準（申請者の情

報提供体制や法令遵守体制を含みますがこれらに限られません。）に基づく審査を経て承認を受け

た銘柄のみが取り扱われる上、恣意的な価格操作を抑止するための各種の売買取引制度や適時

の情報提供の制度が設けられていますが、これらの施策が十分に機能することが保証されているもの

ではなく、上記の取引が本受益権の価格に悪影響を与える可能性があります。 

STARTでの取引に関するリスク 

 本受益権は、当社による注文の取次ぎを通じてSTARTにおいてODXの定める売買方法によって取

引を行うことができます。しかしながら、ODXの定める取扱廃止基準に抵触する場合には取扱いは廃

止され、当該廃止以降はSTARTでの取引は行えません。そのため、かかる廃止後は、当社が直接

の相手方となる方法以外での取引ができないこととなる可能性があります。 

 STARTは、ODXが2023年12月25日に運営を開始したセキュリティ・トークンの売買取引を行う私

設取引システム（いわゆるPTS）として金融商品取引法等の規制を受け、金融庁より認可を得た

私設取引システムですが、取引機会が必ずしも多いものではない可能性があります。 

 本受益権のSTARTにおける取引では、投資者保護等の観点からODXの判断により一時的に

STARTにおける売買が停止されることがあります。売買停止期間中には、投資家は売却機会又は

購入機会を得られない可能性があります。 

 STARTの売買制度では、売買約定日の2営業日後に約定に関係した取引参加者間の相対にて

清算決済が行われるため、本受益権がSTARTにおいて取り扱われる場合には、売買約定日の2営

業日後に清算決済が行われます。しかし、約定から清算決済が完了するまでの間に取引参加者に

事故が生じた場合等、清算決済を予定どおり実施できない場合には、本受益権を希望する時期に

希望する方法で売却（又は購入）できない可能性があります。 

 本受益権にはSTARTにおける売買の円滑化を図るためにODXが指定する者(Designated 
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Liquidity Provider(DLP) )やマーケットメーカーは不在です。そのため他の銘柄よりも流動性に欠

け、売却機会又は購入機会を得られない可能性があります。 

当社が直接の相手方となる方法による取引に関するリスク 

本受益権の受益者（以下「本受益者」といいます。）は、一定の場合には当社が直接の相手方と

なる方法による取引が可能ですが、希望する時期に換金できない場合又は全く換金できない場合

があります。 

 

本受益権に関するリスク 

本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク 

本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができず、その承諾は「Progmat」を介した

譲渡のみによって行われるため、「Progmat」を介さずに譲渡することができません。受託者の事前

承諾を得るためには、当社に対する申請を通じ、「Progmat」において、受託者に対する本受益権

の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を行う必要があります。これらの手続に沿った請

求が行われない場合には、受託者による本受益権の譲渡の承諾は行われず、本受益権の譲渡は

成立しません。ただし、事務取扱要領に基づく、買取償還のための当社に対する譲渡に基づく受益

権原簿の名義書換請求については、この限りではありません。したがって、本受益者は、本受益権を

希望する時期に希望する方法で売却（又は購入）できない可能性があります。 

本受益権の価格に関するリスク 

 本受益権の価格に関するリスクについては、前記「本受益権の市場価格の変動に関するリスク」をご

参照ください。また、STARTでの取り扱いが廃止された場合は、取扱金融商品取引業者が直接の

相手方となる方法によって取引を行うことができるようになります。 

 当社が直接の相手方となる方法による取引における本受益権の譲渡価格は、投資対象不動産の

鑑定評価額に基づくNAV等を基準に当社が決定することが予定されていますが、投資対象不動産

の期末鑑定評価額は下落する可能性があることから、当社が決定する本受益権の譲渡価格も下

落する可能性があります。また、かかる鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分

析の時点における評価に関する意見であり、実際の市場において成立しうる不動産価格と一致する

とは限らず、乖離する可能性があることから、本受益権を譲渡しようとする際、取扱金融商品取引

業者が決定する譲渡価格が、本受益権の客観的な価値と一致する保証はありません。 

本受益権の信託配当及び元本償還に関するリスク 

 本受益権について、信託配当及び元本償還の有無、金額及びその支払いは保証されません。信託

配当は、本信託の利益の金額が減少した場合には減少するほか、配当停止事由が生じた場合に

は、原則として信託配当は行われません。 

 本受益権の元本償還は、最終信託配当支払日に行われますが、その資金は、原則として、本件不

動産受益権の売却代金が原資となるため、本件不動産受益権の売却価格による影響を受けま

す。本件不動産受益権の売却価格は保証されないため、売却価格が低下した場合には、元本償

還の額が減少し、又は全く行われない場合があります。 
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仕組みに関するリスク 

受益証券発行信託及び不動産管理処分信託のスキーム関係者への依存リスク 

 本受益権は、受益証券発行信託及び不動産管理処分信託の仕組み（スキーム）を用いて不動

産に実質的に投資することを意図した金融商品であり、受益証券発行信託の委託者、受託者、精

算受益者及び同受託者からの業務委託先（アセット・マネージャーを含みます。）、不動産管理処

分信託の委託者及び受託者（不動産信託受託者）、同受託者からの業務委託先（プロパティ・

マネージャーであるトーセイ・コミュニティ株式会社を含みます。）、及び本受益権の募集事務を行っ

た取扱金融商品取引業者等多数のスキームの関係者（以下「スキーム関係者」といいます。）が

様々な役割で複雑に関与し、本受益権の収益及び価値並びにSTARTにおける取扱いの開始及

び継続、受益証券発行信託及び不動産管理処分信託の仕組みの存続は、これらのスキーム関係

者に依存しています。そのため、本受益権の収益及び価値は、スキーム関係者の信用状況や業務

提供状況、スキーム関係者との関係性等スキーム関係者に起因する事由による影響を受け、下落

する可能性があり、また、スキーム関係者の状況によっては、受益証券発行信託及び不動産管理

処分信託の仕組みを維持できない可能性もあります。 

 受託者のスキーム関係者に対する権利は、スキーム関係者の信用状況による影響を受けるため、本

受益権に投資をする場合、間接的にスキーム関係者の信用リスクを負担することになります。 

借入れに関するリスク 

 受託者は、レンダーとの間で、2024年5月22日付で金銭消費貸借契約を締結し、また、信託設

定日である2024年5月24日（以下「貸付実行日」といいます。）付で当該金銭消費貸借契約に

関連する担保権の設定契約等の関連契約（金銭消費貸借契約と併せて以下「本借入関連契

約」と総称します。）を締結し、ローン受益権の償還等のための資金の借入れ（以下「本借入れ」と

いいます。）を行っています。本借入れを行うことによりレバレッジ効果が生じるため、投資対象不動

産の収益・資産価値変動が、本受益権の収益・価格変動により相対的に大きく反映される可能性

があります。 

（本借入の概要）＊当初の借入条件 

借入金額 利率 予定返済期日 最終返済期日 

2,400百万円 円TIBORを基準とする変動金利 2029年5月24日 2030年5月24日 

 本借入関連契約においては、有利子負債比率及び元利金支払能力を判定する指標（DSCR）

等一定の財務指標上の数値を維持することを内容とする財務制限条項や禁止行為、配当停止事

由、強制売却事由等が設けられています。そのため、かかる財務制限条項や禁止行為、配当停止

事由等により、鑑定評価額が当初の鑑定評価額から一定程度以上減少した状態が一定の期間

継続した場合や、投資対象不動産の収益が一定程度以上低下した状態が一定の期間継続した

場合等の一定の場合には、本受益者に対する配当が制限され、又は停止される可能性があるほ

か、本信託の変更その他の事項が制限される可能性があります。また、かかる財務制限条項や禁止

行為等に抵触した場合、本借入れの返済期日の延長が行われた場合等の一定の場合には、本件

不動産受益権又はその裏付けとなる投資対象不動産の売却が強制され、又は本借入れに係る借
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入金の元利金について期限前返済を求められる可能性があります。 

 本借入れに伴い、本信託財産である本件不動産受益権等に担保権を設定されています。本借入

れについて期限の利益を喪失した場合等で当該担保権が実行された場合、担保権が設定された

資産に関する権利を廉価で喪失する可能性があります。 

 本借入れを行うことによりレバレッジ効果が生じるため、本件不動産受益権又は投資対象不動産の

収益・資産価値変動が、本受益権の収益・価格変動に対して相対的に大きく反映される可能性が

あります。 

金利変動リスク 

本借入れにおける金利は変動金利であり、金利情勢その他の要因により金利が増加し、本借入れ

に関する費用が増加するリスクがあります。 

セキュリティ・トークン及びそのプラットフォームに関するリスク 

本受益権は、受益証券が発行されず、また、社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律

第75号。その後の改正を含みます。）に定める振替機関において取り扱われません。加えて、本受

益権は、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発し、株式会社Progmatが保有するDLTを用いたコン

ピュータシステムである「Progmat」にてその財産的価値の記録及び移転が行われます。

「Progmat」を構成するノード上で、本受益権の移転に必要な秘密鍵による署名がなされたトラン

ザクションが実行された場合、当該価値データを移転する他のトランザクションが存在しなければ当該

トランザクションは正常取引として処理されます。したがって、サイバー攻撃による「Progmat」上のノ

ードへの不正アクセス等により、本受益権の移転に必要な秘密鍵を不正に利用されることにより、不

正なトランザクションが行われ受益権原簿に誤った記録がなされた場合又はその記録が改ざん若しく

は消去された場合や、「Progmat」のコンピュータシステムの想定外の作動により受益権原簿の記録

が変更又は消去された場合には、意図しない財産的価値の移転が生じ、実体法上の権利関係と

受益権原簿の記録に乖離が生じる可能性があり、また、これを適時に訂正又は修正できないことに

より、不正アクセス者による譲渡若しくは換金を防ぐことができない可能性、本受益者が本受益権の

配当を受けられない可能性及び希望する時期に本受益権を売却できない可能性等があります。 

本受益権の償還タイミングに関するリスク 

本受益権の償還タイミングについては、アセット・マネージャーの判断により本件不動産受益権の早

期売却による早期償還、又は最長1年間の期間延長が可能とされていますが、本件不動産受益

権を処分する場合には、処分価格水準の保証はなく、信託設定日の評価額より相当に廉価で処

分する場合があります。 

その他の仕組みに関するリスク 

不動産信託受託者からの賃貸先、業務委託先（プロパティ・マネージャーであるトーセイ・コミュニティ

株式会社を含みます。）その他の不動産信託受託者の契約相手方の一部は、アセット・マネージャ

ーの親会社等であるため、利益相反関係が存在することから、アセット・マネージャーが、不動産信託

受託者又は本受益者の利益以上にその親会社等の利益を図り、不動産信託受託者又は本受益

者に損害を生じさせる可能性があります。なお、かかる利益相反関係に鑑み、本信託契約において

は、解任されるアセット・マネージャーが精算受益者と特別の利害を有すると認められる場合、後任の
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アセット・マネージャーの指名等は、受益者代理人のみで行えるものとされています。 

 

その他のリスク 

当初、本受益者となる者との間で保護預り契約を締結する当事者は異なる当社となる可能性がある

ことから、本受益権の移転等に係るトランザクションの作成及び送信等の手法、本受益権の保有又は

取引に関して負担する費用、本受益権の最終信託配当及び償還の手続その他本受益権に投資を

する投資家の権利又は負担等に関する事項が異なる可能性があります。 

 

本受益権のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 

本受益権のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 

 

信託受益権等に関する事項 

取引の種類の別 本取引は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権（一般受益権）を、お客様が

取得する取引です。 

委託者 トークン・スリー合同会社（2024年9月13日に解散済） 

受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

受益者代理人 弁護士 古谷 誠 

信託契約 委託者、受託者及び受益者代理人間で2024年4月30日付で締結された不動産管理処

分信託受益権＜トーセイST市ヶ谷＞信託契約（デジタル名義書換方式）（信託契約番

号 No.280022682） 

信託財産の種類 不動産信託受益権及び金銭 

信託の目的 受託者が、受益者のために、信託財産である本不動産信託受益権及び金銭を管理及び処

分することを目的とします。 

信託設定日 2024年5月24日 

信託期間 信託設定日から2030年10月31日 

信託計算期日 毎年4月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は前営業日とします。）並びに

信託終了日とします。ただし、初回の信託計算期日は2024年10月末日（当該日が営業

日でない場合は前営業日とします。）とします。 

信託計算期間 各信託計算期日の翌日（同日を含みます。）から、その後に最初に到来する信託計算期日

（同日を含みます。）までの期間とします。ただし、初回の信託計算期間は、信託設定日

（同日を含みます。）から2024年10月末日（当該日が営業日でない場合は前営業日とし

ます。）（同日を含みます。）までとします。 
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(1) 信託財産の管理又は処分の方法 

受託者は、アセット・マネジメント業務委託契約に基づき、アセット・マネージャーに対し、本件不動産受益権（本件

不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了した場合には、投資対象不動産）の取得、処分、運営及

び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を委託します。なお、アセット・マネージャーの当初の本

件不動産受益権の取得、処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務の方針は、

以下のとおりです。なお、当該方針は当初の内容であり、今後変更される場合があります。また、受託者は、本件不

動産受益権以外の新たな不動産管理処分信託の受益権の購入を行いません。 

(ア) 取得方針 

本件不動産受益権以外の新たな不動産管理処分信託の受益権の購入は行いません。 

(イ) 借入方針 

運用期間中に余剰資金が発生した場合は、一部期限前返済をアセット・マネージャーの判断で行う場合が

あります。 

(ウ) 運営管理方針 

アセット・マネージャーは、投資対象不動産の収支計画を踏まえた事業計画書を策定し、計画的な資産運

用を行います。また、その事業計画書をもとに、投資対象不動産の賃貸運営、建物管理、修繕・改修等の

状況把握又はモニタリングを実施し、計画に沿った運営管理を実行・維持することに努めます。 

(エ) 付保方針 

災害や事故による建物の損害及び収益の減少、対人・対物の事故による第三者からの損害賠償請求によ

るリスクを回避するため、本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産について、損害保険（火災

保険・賠償責任保険・利益保険）を付保します。なお、引受保険会社の選定にあたっては、保険代理店を

通じて複数の保険会社の条件を検証し、引受保険会社の付保格付等を踏まえた適切な選定を行います。 

(オ) 修繕及び設備投資の方針 

当初、アセット・マネージャーは、投資対象不動産について、収益性及び不動産価値向上を目指し、住居区

画のテナント入替時に専有部のバリューアップ工事を実施することを計画しており、当該計画に従ったバリュー

アップ工事を実施する方針です。その他、本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産の資産価値

の向上、競争力の維持につながる効率的な計画を作成し、修繕及び設備投資を行います。 

(カ) 配当方針 

原則として、各信託計算期日の翌日（同日を含みます。）から、その後に最初に到来する信託計算期日

（同日を含みます。）までの各信託計算期間（なお、初回の信託計算期間は信託設定日（同日を含み

ます。）から2024年10月末日（当該日が営業日でない場合は前営業日とします。）（同日を含みます。）

とします。）にわが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準

拠して計算される利益の全額を配当します。また、本信託の安定性維持のため、利益の一部を留保又はそ

の他の処理を行うことがあります。ただし、未分配の利益剰余金が本受益権の元本（受益権調整引当額を

含みません。）の1,000分の25を超えないものとします。 

また、本信託においては、アセット・マネージャーが決定した場合には、本信託財産内の余剰資金の範囲内で、

対象となる信託計算期間における当期未処分利益を超える金額の配当（利益超過配当）をすることがで

きます。 

なお、本借入れに関して配当停止事由が生じた場合には、原則として本信託契約に係る配当の支払いは行

いません。 

(キ) 売却方針 

原則として2028年11月24日から予定返済期日までに本件不動産受益権の売却を行う方針です。かかる

売却が実施された場合、本受益権の償還については、本件不動産受益権の売却後に行われることになりま



14 

す。 

ただし、信託設定日以降、2028年11月24日より前においても、投資対象不動産の住居部分についてリノ

ベーション等が早期に進行し、投資対象不動産の価値が上昇した場合において、経済環境や不動産の運

用状況等の変化により、残りの運用期間において売却した場合に売却価格が低下する可能性があると見込

まれ、その時点において本件不動産受益権を売却することが適切であるとアセット・マネージャーが判断した場

合には、本件不動産受益権を早期売却する場合があります。 

また、アセット・マネージャーは、予定返済期日より後に売却することが適切と判断した場合には、レンダーの承

諾を得て、最終返済期日までを限度として本件不動産受益権の売却時期の延期を決定するとともに、必要

に応じて本借入れの借り換え（リファイナンス）を行う場合があります。 

さらに、本借入れに係る金銭消費貸借契約上の貸付に係る元本残高の返済期日が最終返済期日まで延

長された場合には、2030年5月24日までを限度として、本借入れに係る金銭消費貸借契約上の貸付に係

る元本残高を返済するまでに必要と見込まれる期間につき、本件不動産受益権の売却時期の延期を決定

する場合があります。 

ただし、本借入れにおいて期限の利益を喪失した場合、本借入れに伴い本借入関連契約において定められ

る財務制限条項に抵触した場合、予定返済期日が到来した場合等本借入関連契約に定める一定の事由

（以下「強制売却事由」といいます。）が発生した場合には、レンダーは、本借入関連契約の定めに従い、

本件不動産受益権又は投資対象不動産を売却する権限を取得する旨が合意される予定です。そのため、

強制売却事由が発生した場合には、上記にかかわらず本件不動産受益権又は投資対象不動産が売却さ

れる場合があります。その場合、本受益権の価値が棄損する場合があります 

(ク) その他 

アセット・マネージャーは、受託者が実施する開示に関して、受託者の有価証券報告書その他の法令に従い

提出すべき継続開示書類等の書面、投資家保護又はIR等の観点から作成すべき書面（ホームページ等を

含みます。）、並びに受託者及びアセット・マネージャーが別途合意するその他の書面の作成又は作成補助

をします。なお、アセット・マネージャーは、当初、本信託の決算については、各信託計算期間終了日から2か

月後以内の日を決算発表日（以下「決算発表日」といいます。）（初回の信託計算期間終了日は2024

年10月末日（当該日が営業日でない場合は前営業日とします。）、初回の決算発表日は2024年12月

末日までの日）とし、本信託のウェブサイトにおいて公表する方針です。 

また、本受益権に関する情報は、本信託のウェブサイトに加え、ODXが提供する適時提供情報の閲覧システ

ムであるSTART-NETを通じても提供される予定です。なお、アセット・マネージャーは、ODXの定める規則に

基づく本受益権に係る適時の情報提供等の書面の作成又は作成補助をします。 

(ケ) 金銭 

受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場

合に該当するときは、特段の事情がない限り、本信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で預かります。

この場合、受託者は、受託者の普通預金利率により生じた利子を本信託財産に帰属させるものとします。 

 

(2) 本信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項 

① 信託財産の管理又は処分の権限を有する者 

(ア) 受託者：三菱UFJ信託銀行株式会社 

(イ) アセット・マネージャー：トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 

② 権限の内容 

受託者は、本件不動産信託受益権の管理、運用及び処分その他の本信託の目的の達成のために必要な一切

の行為を本信託契約に従って行う権限を有します。なお、受託者はアセット・マネジメント業務委託契約に基づき、
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アセット・マネージャーに対し、本件不動産受益権（本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終

了した場合には、投資対象不動産）の取得、処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に

関する業務を委託します。 

 

(3) 信託の設定時における第三者による信託財産の評価について 

① 当該信託財産は、主として不動産管理処分信託の受益権であり、委託者より信託設定日に以下の資産が

信託設定されます。 

資産の種類 内容 価格 比率(注1) 

不動産管理処分信託の受益権 本件不動産受益権 3,750,000,000円(注2) 100.0％ 

合計 3,750,000,000円 100.0％ 

（注1） 価格合計に対する当該資産の価格の占める割合を小数第2位を四捨五入して記載しています。 

（注2） 本件不動産受益権の価格については、本件不動産受益権の売買価格をもとに算出された委託者

の貸借対照表における帳簿価額を記載しています。 

② なお、投資対象不動産及び本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約の概要は下記になります。 

物件名称 リエール市ヶ谷 

本信託の信託設定日における不動産価額 3,750百万円 

鑑定評価額（価格時点） 4,010,000千円（2024年2月1日） 

鑑定評価会社 日本ヴァリュアーズ株式会社 

不動産管理

処分信託 

契約の概要 

信託設定日 2024年2月29日 

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

信託期間満了日 2034年5月23日 

土地 所在地 東京都新宿区市谷仲之町4-39 

敷地面積（登記簿） 1,386.77㎡ 

用途地域 ① 商業地域 

② 第二種中高層住居専用地域 

容積率／建蔽率 ① 500％／80％ 

② 300％／60％ 

所有形態 所有権 

建物状況 

評価概要 

調査業者 株式会社Ｊ建築検査センター 

調査年月 2024年1月 

今後1年間に必要とされる修繕費 - 

今後2～12年間に必要と想定さ

れる修繕費 

10,949千円／年 

建物 構造・階数 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 

建築時期 1993年1月 

延床面積（登記簿） 4,780.83㎡ 

用途 事務所・共同住宅・駐車場 

所有形態 所有権 

PM会社 トーセイ・コミュニティ株式会社 

マスターリース会社（注） 

（マスターリース契約種別） 

トーセイ・コミュニティ株式会社（パス・スルー型マスター

リース契約） 
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地震PML値（地震PML値調査業者） 8.6％（株式会社J建築検査センター） 

（注）トーセイ株式会社は、本件不動産受益権の委託者への譲渡に際し、投資対象不動産の事務所区画

について、当該事務所区画に係るテナントが退去通知（賃貸借契約を更新しない旨の申し入れ又は

期間内解約の申し入れを意味します。）を行った場合であって当該事務所区画の賃貸借が終了してお

り、かつ、当該終了時点においてその後の後継となるテナントが存在しない場合は、直ちに、マスターリー

ス会社としてのトーセイ・コミュニティ株式会社との間で、当該事務所区画を賃貸借の対象として、賃貸

借期間を委託者による本件不動産受益権の取得日から78か月後（ただし、受託者が本件不動産受

益権を売却し本受益権を償還する場合は、当該賃貸借契約は解除されるものとします。）まで、賃料

を2024年4月15日時点の当該事務所区画の賃料と同一の金額（固定賃料）とする賃貸借契約を

締結する義務を負っています。当該義務に係る委託者の権利については、委託者の清算に際し、受託

者に承継される予定です。 

 

賃貸借の状況（注1） 

主要テナント（注2）の名称 非開示 業種 医療・福祉 

賃貸借形態 普通建物賃貸借契約 賃貸面積 非開示 

年間賃料 非開示 敷金・保証金 非開示 

賃料改定の可否 可 契約期間 非開示 

中途解約 可 賃貸面積比率 非開示 

（注1） 賃借人から開示の同意が得られていないため、またテナント数が限定されているため、一部の項目に

ついて非開示としています。 

（注2） 「主要テナント」とは、当該テナントへの賃貸面積が全賃貸面積の10％以上を占めるテナントのことを

いいます。 

 

(4) 信託行為において定められる信託受益権等の譲渡手続に関する事項 

本受益権は、当社による注文の取次ぎを通じてSTARTにおいてODXの定める売買方法によって取引を行うことが

できます。なお、本受益権は、一定の場合には当社が直接の相手方となる方法によって取引を行うことができます。 

 

受益権の譲渡手続（運用期間中の換金について） 

(ア) 本受益権は、当社による注文の取次ぎを通じてSTARTにおいてODXの定める売買方法によって取引を行う

ことができます。その他に投資者保護等の観点からODXの判断により一時的にSTARTにおける売買取引が

停止となることがあります。なお、本セキュリティ・トークンの当社が認める一定の場合に限り当社が直接の相手

方となる方法によって取引を行うことができます。 

(イ) また、後記＜相続発生時及び大規模自然災害発生時等の譲渡手続について＞に定める場合は、臨時の

譲渡手続が可能となる場合があります。ただし、事務取扱要領に基づく、買取償還のための当社に対する譲

渡に基づく受益権原簿の名義書換請求については、この限りではありません。なお、当社は本受益権について、

保有する受益権を第三者に取得させることが可能です。 
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＜相続発生時及び大規模自然災害発生時の譲渡手続について＞ 

⚫ 本受益者において相続が発生した場合は、相続に係る所定の手続を完了された相続人の方による当社

を通じた臨時の譲渡手続が可能となる場合があります（ただし、かかる譲渡手続の機会は保証されている

ものではなく、具体的な状況に応じて臨時の譲渡手続を行うことができない場合もあります。）。なお、臨

時の譲渡手続申込みの際には、相続人たる地位を証明する書類などが必要になります。臨時の譲渡手

続の可否及び手続の内容については口座を開設されている当社にお尋ねください。 

⚫ 本受益者が、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。その後の改正を含みます。）が適用された市

区町村に居住されている口座名義人の場合、当社を通じた臨時の譲渡手続が可能となる場合がありま

す（ただし、かかる譲渡手続の機会は保証されているものではなく、具体的な状況に応じて臨時の譲渡

手続を行うことができない場合もあります。）。なお、臨時の譲渡手続申込みの際には、罹災証明書、罹

災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。臨時の譲渡手続の可否及び手

続の内容については口座を開設されている当社へお尋ねください。 

⚫ 本受益者について倒産手続等が開始し、管財人その他の権限者より本受益権の換金の申出があった場

合には、当社を通じた譲渡手続が可能となる場合があります。なお、かかる譲渡手続申込みの際には、倒

産手続等の実施や権限を証明する書類などが必要になります。詳しくは口座を開設されている当社にお

尋ねください。 

（注）他の金融商品取引業者については、手続が異なる又は設けられない可能性があります。 

(ウ) なお、アセット・マネージャーにおける開示及び通知に基づき当社が本信託に関する重要な後発事象の発生

を認識し、当該事象が本信託に重大な影響を及ぼしうると判断した場合及び本件不動産受益権の売却が

決定された場合等一定の場合並びに当社が譲渡価格を算出する期間中は、当社の判断により新規の売買

を停止する場合があります。詳しくは口座を開設されている当社にお尋ねください。 

 

(5) 受益者の権利義務に関する事項 

① 受益者から費用等の償還や信託報酬を受ける旨の合意を行う定めがある場合は、その旨及び当該定めの

内容 

該当事項はありません。 

② 受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 

(ア) 本契約又は信託法その他の法令等に基づく受益者の意思決定が必要な場合（ただし、本信託契約に

定める本契約の変更を除く。）には、当該意思決定は、受益者代理人及び精算受益者の合意（ただし、

受益者代理人が不存在の場合には精算受益者の決定）により行います。 

(イ) 受益者代理人は、全ての本受益者のために当該受益者の権利（信託法第92条に規定する権利並び

に配当受領権及び償還金受領権を除きます。）に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限

を有します。また、本契約に関する本受益者の行為（信託法第92条に規定する権利並びに配当受領

権及び償還金受領権の行使を除きます。）、又は、一般受益者を相手方とする委託者若しくは受託者

の行為については、受益者代理人がこれを行い又は受益者代理人を相手方として行うものとします。また、

受益者代理人は、受益者から権限の委託を受けた者として、受託者、アセット・マネージャー又は本信託

契約に定める委託先において本信託契約に定める取引を行うことにつき、受託者に対して指図することが

できるものとします。 

③ 信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 

(ア) 受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、その裁

量により、本信託契約を変更することができます。なお、受託者は、信託法第149条第2項に定める通知

は行いません。 



18 

(イ) 前(ア)の変更には、適用ある法令等の改正又は解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、

負担若しくは受託者が行うべき事務が加重され又は受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、

信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときも含まれます。 

(ウ) 前(ア)にかかわらず、(i)本信託について信託法第103条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る

信託の変更（ただし、信託法第103条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更については、本信

託の商品としての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かかる変更以外の変更について

は前（ア）に従うものとします。以下「重要な信託の変更」といいます。）がなされる場合及び(ii)かかる重

要な信託の変更には該当しないものの、以下のいずれかに関する変更であって本信託の商品としての同一

性を失わせることとなる変更（以下「非軽微な信託の変更」といいます。）がなされる場合には、受託者は、

事前に精算受益者の承諾を取得したうえで、予め、変更内容及び変更について異議ある本受益者は一

定の期間（ただし、1か月以上とします。）内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する

方法により公告するとともに知れている本受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた本受益者

の有する本受益権の口数が総本受益権口数の2分の1を超えなかったときには、本信託契約を変更するこ

とができます。なお、アセット・マネージャーの交代は、重要な信託の変更及び非軽微な信託の変更のいず

れにも該当しないものとします。 

⚫ 受益者に関する事項 

⚫ 受益権に関する事項 

⚫ 信託財産の交付に関する事項 

⚫ 信託期間、その延長及び信託期間中の解約に関する事項 

⚫ 信託計算期間に関する事項 

⚫ 受託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払いの方法及び時期に関する事項 

⚫ 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項 

⚫ 信託の元本の追加に関する事項 

⚫ 受益権の買取請求に関する事項 

⚫ その他受益者の利益を害するおそれのある事項 

④ 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 

(ア) 信託期間が満了した場合 

(イ) 信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由が発生した場合 

(ウ) 法人税法（昭和40年法律第34号。その後の改正を含みます。）第2条第29号ハに規定する特定受

益証券発行信託に該当しなくなった場合 

(エ) 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ

新受託者が速やかに選任されない場合 

(オ) 本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約に基づく投資対象不動産の信託譲渡又は本信託

契約に基づく本件不動産受益権の信託譲渡の真正譲渡性が否定され、投資対象不動産又は本件不

動産受益権が受託者以外の第三者の財産又は財団に帰属するものとされた場合 

(カ) 委託者、本受益者、精算受益者又は受託者が本信託契約に基づく義務を履行しなかった場合において、

他の当事者が、30日以内の期間を定めて催告をしたにもかかわらず当該期間内に義務が履行されなかっ

た場合 

(キ) (i)本受益権の募集、(ii)トーセイ株式会社に対する精算受益権の譲渡又は(iii)本借入れのいずれかが

中止された場合 

(ク) 本件不動産受益権（本信託財産が投資対象不動産である場合には投資対象不動産）が売却され、

受託者が売却代金全額を受領した場合（ただし、以下（６）に基づく売却の場合を除く。） 
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(ケ) また、受託者は、以下の事由のいずれかが発生した場合、本信託の終了を決定することができるものとされ

ており、この場合、本信託は本信託契約に定める日に終了します。 

(コ) 本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、本信託の重要な関係者である者が本信託のために

行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されない場合 

(サ) 本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託が終了した場合 

(シ) 本信託の信託目的の達成又は本信託契約に基づく信託事務の遂行が不可能となったと受託者が合理

的に判断した場合 

(ス) 受託者が、本信託を終了することが本受益者及び精算受益者に有利であると判断した場合 

(セ) 受託者が、本信託の継続が困難であると判断した場合 

(ソ) 委託者その他重要な関係者について、本信託財産の取扱が困難となる事由が発生した場合 

さらに、信託設定日までに本件不動産受益権に係る売買契約に基づき本件不動産受益権が適法に本

件不動産受益権に係る不動産管理処分信託の前受益者から委託者に譲渡されない場合、本信託契

約は、信託設定日において直ちに当然に終了します。 

⑤ 信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 

委託者及び受益者は、法令によって許容される範囲内において、レンダー及び受託者の事前の書面による承諾

を得ることなく、本信託契約を終了させることができません。 

⑥ 受託者の辞任及び新受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 

(ア) 受託者は、受託者が正当な事由があると合理的に判断する場合は、受益者代理人及び精算受益者に

対して6か月前までに通知することにより、辞任することができます。 

(イ) 前(ア)に基づき受託者が辞任した場合、受益者代理人及び精算受益者は、新受託者を選任する。ただ

し、受益者代理人及び精算受益者が新受託者を選任しない場合は、辞任した受託者は、新受託者の

選任を裁判所に請求できます。 

(ウ) 前(ア)に基づき受託者が辞任した場合、辞任した受託者は、信託事務の計算を行い、本信託財産を新

受託者に交付し、信託事務の引継ぎを行います。 

(エ) 受託者は、信託法第58条第4項に定めるときに限り、解任されます。 

(オ) 受託者の解任の場合、受益者代理人及び精算受益者は、新受託者を選任します。ただし、受益者代

理人及び精算受益者が新受託者を選任しない場合は、受託者が本信託の終了を決定することができま

す。 

(カ) 受託者の解任の場合（ただし、前（オ）但書の場合を除きます。）、解任された受託者は、信託事務

の計算を行い、本信託財産を新受託者に交付し、信託事務の引継ぎを行います。 

(キ) 前記（エ）により受託者の任務が終了した場合には、受託者であった者は、受益者に対する信託法第

59条第1項に規定する通知は行わないものとします。 

 

(6) 信託財産の交付に関する事項 

① 受託者は、信託期間満了日の120日前の日である2030年7月3日、信託終了事由発生日（本信託契約

に定める本信託の終了事由が発生した日をいいます。以下同じです。）又は信託終了決定日（本信託契約

に従って受託者が本信託の終了を決定した日をいいます。以下同じです。）のうちいずれか早く到来する日にお

いて本信託財産内に本件不動産受益権又は投資対象不動産が残存する場合には、当該日から60日後の

日（当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。以下「信託財産売却期限」といいます。）までに、ア

セット・マネージャーの決定に従い、本件不動産受益権（本信託財産が投資対象不動産である場合には投資

対象不動産。以下本（6）において同じです。）を合理的な価格で売却するものとします。 

② 上記にかかわらず、受託者は、信託期間中において、委託者又は本信託財産からの信託報酬その他の信託
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費用の支払いが滞った場合には、受託者の判断によって、本件不動産受益権を合理的な価格で売却すること

ができるものとします。なお、本件不動産受益権の売却後、本件不動産受益権に係る債権及び債務であって、

信託終了日時点で未確定のもの（信託終了日までに確定し未履行のものを含みますが、消費税等の未納が

ある場合は、当該未納分を除きます。）は、受託者から精算受益者に承継され、本件不動産受益権の譲渡

に伴う事後精算は精算受益者と本件不動産受益権の譲受人の間で行うものとします。なお、本件不動産受

益権の売却後、本件不動産受益権に関し、本件不動産受益権の売却に伴う売買代金及び精算金の支払

い以外に誤入金等が生じ、その精算処理が必要となった場合には、精算受益者がその取扱いを決定できるもの

とし、受託者は精算受益者による指図に従うものとします。 

 

(7) 信託受益権等の損失の危険に関する事項 

① 信託法第二十一条第一項第三号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごと

の債務の金額その他当該債務の内容に関する事項 

該当事項はありません。 

② 前①に掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当

該債務の総額その他の当該債務の状況 

該当事項はありません。 

③ 信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利

の内容 

(ア) 受託者は、アセット・マネージャーの決定に基づき、レンダーとの間で本借入関連契約を締結し、ローン受益

権を償還することを目的として、貸付実行日に本借入を行います。なお、委託者は、本信託が終了した場

合であっても、本借入に係る債務を一切承継しません。 

(イ) 受託者は、アセット・マネージャーの決定に基づき、本借入に係る債務を担保するため、受託者を質権設

定者、本貸付人を質権者とする質権設定契約を締結し、本不動産信託受益権に対し質権を設定する

ことができます。この場合、受託者は、当該質権設定契約に従い、当該質権設定契約に基づく質権設定

に係る対抗要件として、本不動産信託受託者から確定日付ある書面による承諾を取得します。 

(ウ) 受託者は、アセット・マネージャーの決定に基づき、本借入に係る債務を担保するため、本件不動産受益

権に係る不動産管理処分信託契約が終了した場合において、受託者を抵当権設定者、レンダーを抵当

権者とする抵当権設定契約を締結することにより、本信託不動産に抵当権を設定することができるものと

します。 

(エ) 受託者は、アセット・マネージャーの決定に基づき、本借入に係る債務を担保するため、本件不動産受益

権に係る不動産管理処分信託契約が終了した場合において、受託者を質権設定者、レンダーを質権者

とする保険金請求権質権設定契約を締結することにより、投資対象不動産に関して締結された保険契

約に基づき受託者が将来有する保険金請求権、解約返戻金請求権その他の請求権（ただし、保険法

第 17 条第 2 項に定める責任保険契約に基づく保険金請求権を除きます。）に質権を設定することがで

きるものとします。 

(オ) 受託者は、受益者代理人及び精算受益者の指図又はアセット・マネージャーの決定に従い、精算受益者

その他第三者と合意することにより、本借入れに加えて借入れ（以下「本追加借入れ」といいます。）を

行うことができるものとします。なお、本借入れを行う場合及び本追加借入れを行う場合を除き、受託者は、

本契約に基づく信託の受託者として金銭を借入れ、又は信託財産に対する担保設定を行うことはできま

せん。 

④ 信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容 

該当事項はありません。 
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⑤ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約す

る特約が付されている場合は、その旨及びその内容 

該当事項はありません。 

 

(8) 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 

租税その他の信託費用は、当初信託報酬として委託者が負担する場合その他本信託契約に別段の定めのある

場合を除き、信託財産から支出します。 

 

(9) 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項 

① 受託者は、各信託計算期日における信託財産状況報告書及び信託業法第29条第3項に規定する書面を

作成し、作成後遅滞なくその電磁的記録を電子メールにて受益者代理人及び精算受益者に送付します。受

益者代理人及び精算受益者は、信託財産状況報告書及び信託業法第29条第3項に規定する書面につき、

受託者が書面での交付に代えて、兼営法第2条第1項が準用する信託業法第27条第2項及び同法第29条

第4項が準用する同法第26条第2項に従い、受益者代理人及び精算受益者が提供する電子メールのアドレ

ス宛に送信する方法又は別途受益者代理人及び精算受益者の承諾を得た電磁的方法により提供することに

ついて承諾します。 

② 受託者は、前①に定める報告をもって、信託法第37条第3項に定める報告に代えるものとします。 

③ 受託者は、本信託に関しアセット・マネージャーから本信託の運用に関する資料を受領した場合（ただし、当該

資料がアセット・マネージャーから受益者代理人及び精算受益者に送付されている場合を除く。）、受領後遅

滞なくその電磁的記録を電子メールにて受益者代理人及び精算受益者に送付します。 

④ 受託者は、前条第 3 項に基づき作成した各信託計算期日における有価証券報告書及び半期報告書、一般

受益権の募集に係る有価証券届出書その他の本信託に係る金融商品取引法に基づく開示書類を作成後遅

滞なくその電磁的記録を電子メールにて受益者代理人及び精算受益者に送付します。 

 

(10) 受託者の公告の方法 

公告の方法：日本経済新聞に記載する方法によります。 

 

(11) 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産であると合同運用する場合について 

該当事項はありません。 

 

電子記録移転有価証券表示権利等の概要 

(1)本受益権は、信託法に従って設定される信託の一般受益権です。 

① 本受益権は、金融商品取引法第2条第2項の規定により同条第1項第14号に定める信託法に規定する受

益証券発行信託の受益証券とみなされる権利であり、金融商品取引法第5条第1項及び金融商品取引法

施行令第2条の13第3号に定める特定有価証券であり、また、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣

府令第1条第4号イに定める内国信託受益証券です。 

② 本受益権は金融商品取引業等に関する内閣府令第1条第4項第17号に定める電子記録移転有価証券表

示権利等であり、本受益権を表示する受益証券は発行されず、無記名式や記名式の別はありません。 

③ 本受益権の発行、移転及び償還を、三菱 UFJ 信託銀行株式会社が開発する DLT を用いたコンピュータシス

テムである「Progmat」にて管理し、本受益権に係る財産的価値の記録及び移転が「Progmat」上の帳簿へ

の記録によって行われます。当該帳簿は、「Progmat」において登録される受益者等に係る情報とともに、本受

益権に係る信託法第 186 条に定める受益権原簿（以下「受益権原簿」といいます。）を構成します。
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「Progmat」の構成技術としては、「プライベート／コンソーシアム型」の DLT を採用し、具体的な DLT 基盤と

して「Corda」を採用しています。 

 

(2)本受益権の預託 

① 本受益権の預託は、本受益権を移転するために必要な秘密鍵その他の情報（以下「秘密鍵等」といいます。）

を管理する方法により行います。 

② 本受益権では、当社が秘密鍵等を管理することによって本受益権の預託を受け、お客様からの委託により受益

権原簿の名義書換請求及び譲渡承諾依頼をいたします。 

③ 当社は、お客様の秘密鍵等を管理するにあたり、当該管理をカストディアンである三菱UFJ信託銀行に委託い

たします。 

④ カストディアンがお客様の秘密鍵等を管理するにあたっては、常時インターネットに接続していない電子機器、電

磁的記録媒体その他の記録媒体（文書その他の物を含みます。）への記録と同等の技術的安全管理措置

を講じた方法により管理いたします。 

 

本受益権の預託については、当社の取引約款・規定と併せて、電子記録移転有価証券表示権利等取引管理約

款をご参照ください。 

 

電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 

(1) 上場株式等が振替機関（証券保管振替機構）を通じて権利の移転・記録が行われるのに対し、電子記録移

転有価証券表示権利等（以下「トークン化有価証券」といいます。）は、ブロックチェーン技術等を利用し電子情

報処理組織を用いて権利の移転・記録が行われます。 

(2) トークン化有価証券は、銘柄ごとに用いられる技術の内容が異なる（それにより権利の移転・記録の方法が異な

る）場合があります。 

(3) 権利の移転・記録に係る技術を提供する者と当該技術を用いて当該トークン化有価証券を流通させるプラットフォ

ームを提供する者が異なる場合があります。 

(4) 権利の移転・記録に係る技術の不確実性及びプラットフォームに係る技術・運営の不確実性に対するリスクがあり

ます。 

(5) 権利の移転・記録の仕組みが既存の有価証券と異なることから、トークン化有価証券の流出や権利移転の効力

発生要件、決済、対抗要件の具備について、既存の有価証券と異なるリスクがあります。 

(6) トークン化有価証券の流出等があった場合には、一定期間、権利の移転が行えなくなる、分配金の支払等が行わ

れなくなる、また、当該トークン化有価証券に関する権利の全部又は一部が消失する可能性があります。 

(7) 有価証券の種類や取引に応じて適用される法令諸規則による規制等は、トークン化有価証券についても、既存

の有価証券と同様に適用されます。 

(8) 上記「5. 仕組みに関するリスク(4) セキュリティ・トークン及びそのプラットフォームに関するリスク」に加えて、主に下

記事項が想定されます。 

① 受託者が管理するシステムや当該システムの利用にあたり使用する通信回線に重大な障害等が発生し、受益

権原簿の記録に遅延が生じた場合等には、当事者が当初想定した時点で本受益権の譲渡の効力が発生し

ない可能性があります。 

② 三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社Progmatとの間の「Progmat」の使用に係る契約が終了して受

託者及びカストディアンが「Progmat」を利用することができなくなった場合には、本受益権の信託配当及び元

本償還、譲渡及び譲受に係る受益権原簿の記録等に大幅な遅延が生じ、又はこれらができなくなり、損害を

被る可能性があります。 
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③ 本受益権の譲渡に係る受託者に対する譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求は、当社に対する

申請を通じて行いますが、カストディアンが当社からの各種通知を受領する時間によっては、受託者の承諾及び

受益権原簿の記録が翌営業日となる場合があります。この場合には、カストディアンに対する通知に記載された

情報にかかわらず、受益権原簿への記録が行われた日が譲渡日と取り扱われるため、当事者が当初想定した

日に本受益権の譲渡の効力が発生しない可能性があります。 

④ 「Progmat」の分散台帳（ブロックチェーン）は「R3LLC」が提供しているソフトウェアをベースに開発されており、

当初は、受託者であり、かつ、カストディアンでもある三菱UFJ信託銀行株式会社のセキュア領域内で三菱

UFJ信託銀行株式会社のみが使用可能となっています。そのため、今後、当初想定していない脆弱性が見つ

かり、復旧・修復がすぐに出来なかった場合、取引が一定期間不可となる又は遅延するリスクがあります。 

 

本受益権の権利移転のイメージ 

 
 

本受益権の START における売買取引に関するご注意事項等 

START における主な売買取引制度は以下のとおりです。 

項目 内容 

付け合わせ方式 節立会（板寄せ方式）2 回/日 

注文の種類 指値注文、成行注文 

取引時間 セッション 1 11:30 に執行（注文受付は、10:00～） 

セッション 2 15:00 に執行（注文受付は、12:00～） 

売買単位 原則として、本受益権 1 口を 1 単位として設定 

基準価格 原則、前取引日の最終価格（約定がない場合の基準価格の決定方法は ODX の

規程に定める方法による） 
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制限値幅 設定あり 

信用取引/空売り 当面の間は、現物取引のみ 

清算・決済 売買約定日から 2 取引日後に実施 

売買停止 投資者への情報周知が必要な場合や制度的に取引が行えない場合等、ODX の判

断で実施 

適時の情報提供 取扱銘柄に係る重要な情報は、ODX が提供する適時情報提供システムを通じても

公衆縦覧に供される 

市場情報の提供 銘柄ごとの約定価格（セッション 1 及びセッション 2 において約定が成立した取引の

価格）、売買代金等の市場情報は、日次で ODX の Web サイトにて提供 

この他に情報ベンダーを通じてリアルタイムの気配や価格配信も実施される予定 

 

START における売買取引に関する注意点︓ 

(1) 売買取引の成否は、START における売買注文の状況によりますので、約定が保証されているものではありません。 

(2) START における取扱いが廃止された場合には、取扱廃止日の翌営業日以降は START への取次による売買

取引は行えません。 

(3) START は、ODX の運営する私設取引システムであるため、取扱銘柄に適用される売買制度や開示規制等は、

金融商品取引法等の規制を受ける点では共通しているものの、ODX が独自に制定した規則に基づくものとなり、

金融商品取引所が上場有価証券に対して実施している内容とは異なります。よって、当該銘柄の流動性や情

報開示の内容及び頻度等については異なるため、上場有価証券とは異なるセキュリティ・トークン固有のリスクが

存在します。 

(4) 本受益権は、ブロックチェーン技術を利用して管理プラットフォーム上で権利の記録・移転が行われますが、用いら

れるブロックチェーン技術やプラットフォームの運営の不確実性に伴い、以下の①から③等の要因によって、

START における売付の発注、買付・売却の受渡し、配当・償還の支払い等が予め決められた日程から遅延す

るリスクがあります。 

① 本受益権を表示する財産的価値（トークン）の記録及び移転に係るトランザクションを承認するプラットフォ

ーム上の全てのノードのシステム障害等により、発行、移転、償還、原簿書換等が通常通り行えなくなった場

合 

② ODX のシステム障害等により、取引情報を受託者に通常通り連携できなくなった場合 

③ プラットフォーム上の全てのノードの障害、又は当社のシステム障害等により、お客様が保有する本受益権の

数量を確認できなくなった場合 

(5) アセット・マネージャーは、ODX の定める「セキュリティ・トークン取扱規程」に則り、銘柄に係る適時に投資家に提

供すべき情報を自社のホームページで公開する他、ODX が運用する適時情報の提供システムにおいても同時に

公衆縦覧に付します。なお、アセット・マネージャーは、任意開示として、制度開示で定められる内容についても

ODX の運用する同システムで公衆縦覧に付すこともあります。お客様は当該情報を踏まえ、本受益権の売買取

引を行っていただくようお願い致します。 

(6) お客様は、決済対象のセキュリティ・トークン等について本来受渡しを受けるべき者と異なる者から第三者への移

転・記録が発生した場合であっても、当該第三者に悪意又は重大な過失がある場合を除き、その移転・記録を

取り消すことを求めることができないものとします。 

(7) START における顧客の決済不履行の場合の措置について 

① お客様が所定の時限までに、売付セキュリティ・トークン又は買付代金を取引参加者に交付しない場合には、

取引参加者は、任意に当該売買を決済するために、お客様の計算において、売付契約又は買付契約の締

結（その他委託を含む。）を行うことができるものとします。 
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② 取引参加者が前①に定める事項により損害を被った場合においては、お客様のために専有する金銭及びブロ

ックチェーン上に記録されたセキュリティ・トークンをもって、その損害に充当し、なお不足があるときは、その不足

額をお客様に対して請求することができるものとします。 

(8) START における売買取消の効果について 

① ODX が START における売買取引の取消を行った場合には、当該取り消された売買取引に係るお客様と取

引参加者との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなされます。 

② お客様は、ODX が START における売買取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある

注文を発注した取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとします。ただし、過誤のある注文

の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は、この限りではありません。 

③ お客様は、ODX が START における売買取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても、ODX に対

して、その損害の賠償を請求できないものとします。ただし、ODX に故意又は重過失が認められる場合は、こ

の限りではありません。 

 

有価証券の種類や取引に応じた規制等の適用 

有価証券の種類や取引に応じて適用される法令諸規則による規制等は、本受益権についても、既存の有価証券と同

様に適用されます。 

 

本受益権に関する租税の概要 

本信託は、税法上、特定受益証券発行信託として取り扱われます。特定受益証券発行信託は集団投資信託に該

当するため、受益者等課税信託と異なり、本受益者は信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされること

はなく、また、信託財産に帰せられる収益及び費用が本受益者の収益及び費用とみなされることもありません。 

 

個人である本受益者に対する本受益権の課税は、原則として以下によります。 

本受益権の分配金（利益超過分配を含みます。また、以下のただし書により控除する金額がある場合には、当該金

額を加算した金額となります。）には、20.315％（15％の所得税、復興特別所得税（所得税額の 2.1％）及び

5％の地方税の合計）の税率で源泉徴収されます。ただし、本信託においては、受託者が受領する本件匿名組合出

資に係る利益の分配に対してなされる 20.42％（所得税 20％及び復興特別所得税（所得税の 2.1％））の源

泉徴収税額のうち一定の金額については、本受益者に対する本受益権の収益の分配の支払いに係る源泉徴収の際

に、その徴収すべき税額（所得税及び復興特別所得税）を上限として、当該税額から控除されます。 

本受益権の分配金については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、又は(ii)確定申告により配当所得とし

て申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収のみで課税関係が

終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用され

ますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算をすることができます。 

 

法人である本受益者に対する本受益権の課税は、原則として以下によります。 

本受益権の分配金（利益超過分配を含みます。また、以下のただし書により控除する金額がある場合には、当該金

額を加算した金額となります。）は、15.315％（15％の所得税及び復興特別所得税（所得税額の 2.1％）の合

計）の税率で源泉徴収されます。ただし、本信託において、受託者が受領する本件匿名組合出資に係る利益の分配

に対してなされる 20.42％（所得税 20％及び復興特別所得税（所得税の 2.1％））の源泉徴収税額のうち一定

の金額については、本受益者に対する収益の分配の支払いに係る源泉徴収の際に、その徴収すべき税額（所得税及

び復興特別所得税）を上限として、当該税額から控除されます。法人税申告において、当該源泉徴収税額は本受

益権の元本保有期間に応じて所得税額控除の対象になります。また、本受益権の分配金、譲渡益については、法人
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税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 

 

日本投資者保護基金 

本受益権は保護の対象ではありません。 

 

譲渡の制限 

(1) 本受益権が START において取り扱われていない場合、本受益者は本受益権を当社を介さずに当社以外の者に

譲渡することはできません。 

(2) 本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができませんが、「Progmat」を介して譲渡することにより、

受託者による承諾が行われたものとみなされます。受託者の承諾は、「Progmat」を介した譲渡のみによって行わ

れます。 

 

本受益権に係る金融商品取引契約の概要 

当社における本受益権のお取引については、以下によります。 

(1) ODX が運営する START への注文の取次ぎ 

(2) 当社が自己で直接の相手方となる売買 

(3) 本受益権の売出し 

 

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であ

り、当社において有価証券(本受益権を含みます。) のお取引や保護預けを行われる場合は、以下の方法によります。 

⚫ 本受益権のお取引にあたっては、保護預り口座及び（インターネットでお取引いただく場合）ST口座の開設が必要

となります。 

⚫ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部

(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 

⚫ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただ

きます。 

⚫ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事

項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。 

⚫ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法によ

る場合を含みます。)。 
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当社の概要 

 

商 号 等 株式会社 SBI 証券 

金融商品取引業者、商品先物取引業者 

関東財務局長(金商)第 44 号 

本 店 所 在 地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 

加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人 日本 STO 協会、一般社団法人 金融先物取引業協

会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

資 本 金 54,323,146,301 円(2024 年 6 月 30 日現在) 

主 な 事 業 金融商品取引業 

設 立 年 月 1944 年 3 月 

連 絡 先 「インターネットコース」でお取引されているお客さま︓SBI 証券 カスタマーサービスセンター 

電話番号︓0120-104-214（携帯電話からは、0570-550-104（有料）） 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 

 

SBI マネープラザのお客さま︓SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター 

電話番号︓0120-142-892 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 

 

IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客さま︓IFA サポート 

電話番号︓0120-581-861 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 

 

担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 

 

SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

住   所：〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 

連 絡 先：「インターネットコース」でお取引されているお客さま︓SBI 証券 カスタマーサービスセンター 

電話番号︓0120-104-214（携帯電話からは、0570-550-104（有料）） 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 

SBI マネープラザのお客さま︓SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター 

電話番号︓0120-142-892 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 

IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客さま︓IFA サポート 

電話番号︓0120-581-861 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 

 

担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 
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金融 ADR 制度のご案内 

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を

目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機

関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。 

住   所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号：0120-64-5005（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 

受付時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分（祝日、年末年始を除く） 

 


